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1. はじめに



「きれいな海」から「豊かな海」への転換
（有害物質の「除去」～保全・管理～良好な環境の「創出」・地域での「活用」価値創造へ）

（出典）環境省（2026）：水辺の環境活動プラットフォーム、9ページ、https://policies.env.
go.jp/water/waterside-environment/common/file/pf_overview_2603.pdf

環境・社会・経済
自然再興（ネイチャーポジティブ）

循環経済（サーキュラーエコノミー）

炭素中立（カーボンニュートラル）

→ 持続可能な社会の実現

→ Well-beingの向上

複数の社会課題への対応を求められる
環境保全、経済的利用、都市の質や価値向上、
防災、サーキュラーエコノミー、…
生物多様性の確保、温室効果ガス削減、循環型
社会の形成、災害への備え、海洋プラスチック
問題、快適な都市・生活空間形成（地域活性化・
観光振興）、30by30…

↓

令和の里海づくり、地域循環共生圏
ブルーエコノミー（ブルーカーボン）
リジェネラティブ なツーリズム…

大阪湾をとりまく社会経済情勢と社会課題



2. 大阪湾の特徴と水環境対策の転換



大阪湾（瀬戸内海の東端に位置する周囲を陸に囲まれた閉鎖性海域）

海域区分（瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく対象区域）

（出典）国土交通省近畿整備局『大阪湾環境図説』令和2年5月、1-1



世界の主な閉鎖性海域

1. チェサピ－ク湾（11,603km²）

2. サンフランシスコ湾（1,040km²）

3. メキシコ湾（1,592,800km²）

4. 地中海（2,536,000km²）

5. 北海（575,200km²）

6. バルト海（422,200km²）

7. ペルシャ湾（233,000km²）

8. タイ湾（320,000km²）

9. 渤海（77,284km²）

10. 瀬戸内海（23,203km²）

11. 黒海（508,000km²）

12. ピュージェット湾（2,600km²）

13. ハドソン湾（1,232,300km²）

14. カリフォルニア湾（153,000km²）

15. カリブ海（2,718,200km²）

16. 紅海（438,000km²）

17. ベンガル湾（2,173,000km²）

18. 南シナ海（2,319,000km²）

19. 黄海（466,200km²）

20. 東シナ海（735,800km²）

21. 日本海（978,000km²）

（出典）国際エメックスセンター：世界の主な閉鎖性海域、https://www.emecs.or.jp/about/heisasei

• 国内：瀬戸内海、東京湾、伊勢湾など88の海域
• 世界：チェサピーク湾、地中海、バルト海などの海域



沿岸域総合管理（ICM）

1. 沿岸域の環境悪化に対応するため、沿岸の陸域と海域を「沿岸域」とし
て一体的に捉え、沿岸域の環境保護と開発利用の問題を総合的・計画
的・順応的に管理する取り組み（海洋基本法（2007）：第25条で「沿岸域の総合的
管理」が初めて法令に規定され、国が推進すべき12の基本的施策の一つとして沿岸域総合的管
理が位置づけられた）

2. 範囲：海域においては海岸線から領海までとし、陸域は海岸線から海岸
線を有する市町村の行政区域、および必要な場合はその沿岸域に大きな
影響を与える河川流域の範囲を最大として、当該沿岸域の地域特性に応
じて決定する（日本沿岸域学会（2000））

3. 手法：陸域と海域を一体的に捉え（陸域・海域一体）、沿岸域の環境保
護と開発が調和した「持続可能な開発」として、総合的・計画的・順応
的に管理する取り組み

4. 目的：多様なステークホルダーが同一のテーブルで議論することで、一
部の者に利益や不利益が集中することを防止し、環境保護と開発の調和
を図る



沿岸域総合管理と里海づくり

統合的沿岸域管理に関するグローバル・ コング
レス：教訓から新たな挑戦へ （EMECS10–
MEDCOAST2013、マルマリス）

里海：人手が加わることにより生物生産性と
生物多様性が高くなった沿岸海域（柳哲雄）

里海づくり：沿岸域の総合的管理に活用できる
参加協働型のツール（松田治）

里海づくり



閉鎖性海域の水環境

• 閉鎖性海域：湾内の最大断面積に比べて湾口
部の断面積が小さいため、海水交換が悪く、
水質汚濁や富栄養化が起こりやすい

（外海との水の交換が行われにくいため
（陸域からの）汚染物質が蓄積しやすく、
水質の改善や維持が難しい性質）

• 穏やかで開発に適した環境：閉鎖性海域やそ
の沿岸部は穏やかな自然環境に恵まれている
ため、古くから漁場として利用され、産業や
交通など空間的資源としても多方面にわたり
利用・開発

• 人口集中や乱開発による汚染の進行～浄化機
能の低下、さらなる環境悪化：人口が集中し、
乱開発が行われ、自然の浄化機能が低下する
ことで、環境の悪化を招きやすい

• 主な水環境問題：富栄養化と赤潮、貧酸素水
塊と青潮、生物生息場の喪失、漂流・漂着ゴ
ミ

（出典）国際エメックスセンター：閉鎖性海域の水質汚染プロセス、
https://www.emecs.or.jp/about/heisasei



淀川流域

• 淀川上流の琵琶湖から流れ出た水は、瀬田川、宇治川と名
前を変え、桂川や木津川合流し、淀川（河川法では瀬田川、宇治

川を含めて淀川）となり大阪湾へ注ぐ

• 幹川流路延長：75km、流域面積：8240km²

• 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・三重の2府4県にまたがり、
近畿地方の社会・経済・文化の基盤を支える

• 淀川の三川（桂川・宇治川・木津川）合流点下流を水源とする給
水人口：約1100万人。淀川の三川合流点上流：約480万人。

（出典）国土交通省淀川河川事務所：淀川流域の概要と諸元、
https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/know/summary/ryuiki/index.html

• 江戸川、荒川の各々
流域人口を上回り、
一本の河川としては
全国最大の給水人口

• 淀川の水道水源：地
理的・社会的条件か
ら上流の排水を受け
入れざるを得えない
特徴

（出典）国土交通省淀川河川事務所：三大都市圏の主要取水部での給水
人口と上流域人口、https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/
know/summary/problem/problem-population.html



海岸線の形状

（出典）国土交通省近畿整備局『大阪湾環境図説』令和2年5月、2-16

• 海岸線のうち
224.9km
（94.6％）を人工
海岸が占めており、
ほとんどが直立護岸

• 半自然海岸は
10.9km（4.6％）、
自然海岸1.9km
（0.8％）、
それぞれ南部に
わずかに残るのみ



遠い海から近い海へ



閉鎖性海域における水環境対策

• きれいで豊かな海の実現に向けて

～水質規制から総合的な水環境管理への転換
（第10次水質総量削減：「一律の排出規制」から、海域の特性に

合わせた「きめ細かな管理」へ）

• 気候変動、生物多様性、水産資源の減少…新たな課題への対応
➢ 瀬戸内海環境保全特別措置法の改正（令和３年６月）

• 地域ごとのニーズに応じて一部の海域への栄養塩類の供給が可能
• 温室効果ガスの吸収源ともなる藻場・干潟の保全等を促進

➢「令和の里海づくり」（地域の取り組みを支援）への展開（全国）



水質総量削減制度

1. 制度

• 人口､産業の集中等により汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止する

• 昭和53年水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）及び瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律

第110号）の改正により導入

• 環境大臣が､水質汚濁防止法に基づく排水基準のみによっては環境基準の達成が困難であ
ると認められる指定水域ごとに､化学的酸素要求量（COD）その他の指定項目の発生源別
及び都府県別の削減目標量、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事
項を総量削減基本方針として定め､これに基づき､関係都府県知事が､削減目標量を達成す
るための総量削減計画を定めることとされている

2. 指定地域

• 水質総量削減の対象となる指定水域及び指定地域（指定水域の水質の汚濁に関係のある地域、水質汚濁防止

法施行令（昭和46年政令第188号））：東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海､20都府県の集水域

• 指定地域（3海域）の特徴

➢人口：全国の約56％、面積：約19％、製造品出荷額：約55％、日平均排水量50㎥/
日以上の事業場数の割合（全国比）：約30％

→ 3海域の流域：人口及び産業が集中

➢汚水処理率：約93％（全国平均と同等）

東京湾及び大阪湾における指定地域内の汚水処理率：約97％



水質総量削減制度の概要

（出典）環境省（2026）：総量削減専門委員会（第10次）、第8回、第10次水質総量削減の在り方について、資料2、43ページ



指定水域及び指定地域

（出典）環境省（2026）：総量削減専門委員会（第10次）、第8回、第10次水質総量削減の在り方について、資料2、43ページ

【指定水域】
1.東京湾
2.伊勢湾
3.瀬戸内海

① 大阪湾
② 大阪湾を除く

瀬戸内海



総量削減指定地域関係都府県の概況

（出典）環境省（2026）：総量削減専門委員会（第10次）、第8回、第10次水質総量削減の在り方について、資料2、44ページ



水質総量削減制度の沿革

（出典）環境省（2026）：総量削減専門委員会（第10次）、第8回、第10次水質総量削減の在り方について、資料2、45ページ



削減目標量と実績値の比較（COD）

（出典）環境省（2026）：総量削減専門委員会（第10次）、第8回、第10次水質総量削減の在り方について、資料2、47ページ



発生負荷量の推移

（出典）環境省（2026）：総量削減専門委員会
（第10次）、第8回、第10次水質総量削減の
在り方について、資料2、52ページ



発生負荷量の内訳（COD、令和5年度）

（出典）環境省(2026) ：
総量削減専門委員会

（第10次）、第8回、
第10次水質総量削減
の在り方について、
資料2、53、55、
59、 61ページ

東京湾

大阪湾

伊勢湾

大阪湾を
除く

瀬戸内海



第10次水質総量削減：総量削減から総量管理への転換

• 瀬戸内海：瀬戸内海環境保全特別措置法を改正し（令和３年６月）、地域ごとのニーズに応じ
て一部の海域への栄養塩類の供給を可能とし、温室効果ガスの吸収源ともなる藻場・干潟
の保全等を推進

• 総合的な水環境管理の在り方
➢ ９次にわたる水質総量削減の取組等により、水質については全体的には改善してきているものの、東

京湾・伊勢湾では底層環境の明確な改善が見られておらず、依然として貧酸素水塊の拡大など水環境
保全上の課題が残る海域が存在

➢ 指定水域全体で一律の対策を行うのではなく、地域のニーズや課題等に応じて、特定の水域ごとに目
指すべき水環境の姿を地域が主体となって定め、きめ細やかな水環境管理への転換を図ることが重要

→ 第10次水質総量削減：削減のみを目標とした総量削減制度から総量管理制度へ転換

• きれいで豊かな海の実現に向けて～新たな総量管理制度

「指定水域全体の汚濁負荷の総量管理」と「特定の水域での栄養塩類管理」の両立

＋ 汚濁負荷削減以外の施策

↓

総合的な水環境管理の実現

• 従来の「一律の排出規制」から、海域の特性に合わせた「きめ細かな管理」へ



総合的な水環境管理

1. 「総量削減」から「総量管理」への転換

2. 汚濁負荷の総量管理

3. 地域のニーズに応じた栄養塩類管理

4. その他の水環境管理にかかる対策の推進

• 藻場・干潟の保全・再生・創出などによる底質改善といった汚濁負荷削減以外の手法も総合的に
検討・実施すべき

• 生物の多様性及び生産性の確保と、その結果もたらされる水産資源については、栄養塩類のみな
らず気候変動に伴う海水温上昇や生息環境の変化等、様々な要因が複合的に関与

→ 藻場・干潟の保全・再生・創出や覆砂などの底質改善手法を総合的に講ずることで、美しい

景観の保全や良好な水環境の創出と利活用などの多様化する地域のニーズに応じた水環境管理

の実現を目指すべき

→ 関係者や関係機関の連携のもと多角的に実施すべき

→ 今後の水環境に関する制度の在り方：

水質規制から総合的な水環境管理への転換を図り、幅広い施策の展開を可能とする検討が必要

• 国や地方公共団体等の関係行政機関、ＮＰＯや漁業者、企業など地域の多様な主体が有機的に連
携して総合的に取り組んでいくことが重要。「水辺の環境活動プラットフォーム」を積極的に活
用し、関係者間の連携強化や活動支援、取組の底上げを図る。

5. 関係主体の役割



3. 大阪湾の海洋プラスチック問題



海洋プラスチック問題

身近な場所から海へ

広がるプラスチック汚染の現状

• OECD（2022）、Global Plastics
Outlook：2019年の世界のプラス
チックごみ発生量は3億5,300万ト
ン、うち2,200万トンが適切な処理
をされずに環境中に流出したと推計

• 抜 本 的 な 対 策 を 行 わ な け れ ば 、
2060 年 に は 約 3 倍 と な る 10 億
1,400万トンにまで膨らむとも推計

• 1950年代以降に海に流出したプラ
スチックごみの総量は、1億3,900
万トンと推計され、これは東京ドー
ム112杯分に相当

• 世 界 経 済 フ ォ ー ラ ム （ WEF ）
（ 2016 ） 、 The New Plastics
Economy: Rethinking the future
of plastics：2050年には、海洋プ
ラスチックごみの量が、海にいる魚
の量を上回ると推計

↓

早急な対策が必要

環境省「プラスチック・スマート」
キャンペーン（2018）

プラスチックの「3Ｒ」

• マイボトルやマイバッグを持ち歩い
てプラスチック製品の使用を控えた
り、シャンプーや洗剤などを詰め替
えてボトルを再利用したりするほか、
プラスチックごみを分別して再生利
用するといった行動（3Rの実践）

• 海や山などのレジャーや、屋外で出
たごみは家に持ち帰って処分したり、
河川敷や海岸の清掃活動に参加した
りすることや、ごみのポイ捨てや不
法投棄をしない

• 海洋プラスチック問題についての知
識や理解を深め、周囲の人たちに取
組の重要性を伝えることも有益

（出典）内閣府：海洋プラスチック問題の
解決策 マイボトルやマイバッグから
始めるプラスチックとの賢い付き
合い方！、
https://www.gov-online.go.jp/
article/202510/entry-9656.html



プラスチック汚染問題の動向
年月 機関 概要

2015年 6月 UNEP プラスチックごみが海洋に与える経済損失が年間で130億ドルと試算

G7 エルマウ・サミットの首脳宣言でマイクロプラスチック問題を議論

7月 国連 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」（SDGs）を採択

SDGs14「海の豊かさを守ろう」（指標の一つがプラスチックの濃度）

2016年 1月
世界経済フォーラム
（WEF）

海洋中に存在するプラスチックの量が2050年までに魚の量を超過するとの試算が報告される

2018年 6月 日本 海岸漂着物等処理推進法改正案成立（2018年6月施行）

2019年 5月 バーゼル条約 2021年1月よりバーゼル条約に汚れたプラスチックごみを規制対象に加えることを合意

COP14

5月 日本 プラスチック資源循環戦略、海洋プラスチックごみ対策アクションプランを策定

6月 G20（大阪） 大阪ブルー・オーシャン・ビジョン共有

2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロに

2021年 6月 日本 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律成立（2022年4月施行）

2022年 2月 UNEP
プラスチック汚染を終わらせるため、国際文書（条約）づくりに向け、政府間交渉委員会
（INC）の設置を決議（日本も共同提案）

11月 INC1（ウルグアイ）
第1回INC会合開催、2024年末までに全5回を開催し、作業完了を目指す（2022年11月：ウ
ルグアイでINC1、2023年5月：フランスでINC2、同年11月：ケニアでINC3、2024年4月：
カナダでINC4、同年11月末から12月初旬：韓国でINC５.1が開催）

2023年 4月 G7（広島） 2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする野心に合意

2024年11月 INC5（韓国） 条約案の合意に至らず、再開会合で交渉を継続することを決定

2025年 ８月 INC5.2（スイス） 再開会合（INC5.2、ジュネーブ）合意に至らず



海洋ごみ実態把握調査（環境省）

1. 海岸漂着ごみ調査
海岸をモニタリング調査し、漂着ごみの量や種類、組成、ペットボトルの減誤表記等の情報を収集・整理
＜調査方法＞ ① 平成27年度から5年で全国28地点を調査。うち年間10地点を選定し、調査を実施

② 海峡を中心に、黒潮、対馬海流、親潮の影響を受ける場所を選定
③ 清掃頻度の少ない海岸において、50mの調査範囲内にある2.5cm以上の漂着ごみを全て回収・分類

2. 海面漂流ごみ調査
沿岸海域及び沖合海域において、船上から海面上のごみを目視で確認し、海域別のごみの密度及び現存量を推定
＜調査方法＞ ① 沿岸調査はこれまで調査未実施の海域を中心に選定

② 沖合調査はフィリピン東方海域や東経150度付近まで調査
③ 目視でごみの量（個数）、種類、サイズ等を観測

3. 海底ごみ調査
沿岸海域及び沖合海域において、底びき網により、海底ごみを採取・分類し、海域別のごみの密度を推定
＜調査地点選定方法＞ ① 沿岸調査は底びき網漁で操業中に回収されたごみを分類

② 沖合調査は東シナ海、大洗沖、苫小牧沖で調査を実施。底びき網を用いて回収されたごみを分類

4. マイクロプラスチック調査
マイクロプラスチックについて、日本周辺海域等における分布状況や、マイクロプラスチックに吸着しているPCB等の有害化
学物質の量を把握するための調査を実施
＜調査方法＞

① 漂流ごみ調査（沿岸及び沖合）においてプランクトンネットによる採集、及び漂着ごみ調査における採集を実施
② 赤外線を利用した材質判定及び顕微鏡による個数の計測等

• 海岸漂着物等（海岸の漂着物、海面や海底のごみ、マイクロプラスチック）の調査を全国で実施
• 回収された人工物：個数では9割以上、重量では約7割がプラスチック



G20大阪ブルー・オーシャン・ビジョンと実施枠組

大阪ブルー・オーシャン・ビジョン

• G20首脳が、共通のグローバルなビジョンと
して共有

• 他国や国際機関等にもビジョンの共有を呼び
かけ（2020年9月現在、86の国と地域が共
有）

• 社会にとってのプラスチックの重要な役割を
認識しつつ、改善された廃棄物管理及び革新
的な解決策によって、管理を誤ったプラス
チックごみの流出を減らすことを含む、包括
的なライフサイクルアプローチを通じて、
2050年までに海洋プラスチックごみに
よる追加的な汚染をゼロにまで削減する
ことを目指す

G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組

• G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関
する関係閣僚会合で採択

1. G20各国は、以下の自主的取組を実施し、効果的な対策と
成果を共有・更新することを通じた相互学習を行う

① 適正な廃棄物管理

② 海洋プラスチックごみ回収

③ 革新的な解決策（イノベーション）の展開

④ 各国の能力強化のための国際協力など

2. G20各国は協調して、①国際協力の推進、②イノベーショ
ンの推進、③科学的知見の共有、④多様な関係者の関与と
意識向上等を実施するとともに、G20以外にも展開

• 上記を、G20首脳が承認

（出典）環境省：G20大阪ブルー・オーシャン・ビジョンと実施枠組（概要）より作成

• 流出の多くが新興国・途上国 → これらの国々を含む世界全体で取り組むことが重要
• Ｇ20での「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」の共有



大阪府・大阪市「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン実行計画」
（R8年3月中間見直し、R3年3月策定）

• 大阪市：大阪市域を取り巻く豊かな水環境の保全と創造を進める

→ 「大阪市水環境計画」改定（2011 年３月）

• 大阪府：海岸漂着物等対策、その他必要な海ごみ対策を総合的かつ効果的に推進する

→ 「大阪府海岸漂着物等対策推進地域計画」策定（2017 年３月）

• G20 大阪サミット（2019）：「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」

• 国：「プラスチック資源循環戦略」策定（2019 年５月）

• 大阪府・大阪市：「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」（2019 年１月）

• 大阪市：５月には大阪市独自の「プラスチックごみ削減目標」を設定（2019年5月）

• 「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実行計画：大阪府と大阪市の共同提案

→ 内閣府の「SDGs 未来都市及び自治体 SDGs モデル事業

（事業名：『大阪発「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」推進プロジェクト』）」に選定（2020 年７月）

→ あらゆるステークホルダーとの連携のもとで「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が掲げる

「2050 年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染ゼロ」の実現に寄与し、大阪市「大阪市環境

基本計画」（2019年12月策定、2025 年３月改定）：水分野の個別計画として SDGs達成への貢献をめざす



大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの3側面

（出典）大阪府



（出典）大阪府



（出典）大阪府



大阪湾における海岸漂着物対策の基本方針
海洋プラスチックごみ発生プロセスと海洋プラスチックごみ対策の全体像

海洋プラスチックごみ発生プロセス 海洋プラスチックごみ対策

（出典）大阪府環境審議会水質部会、R7年度第2回、資料2-2、25ページ沿岸域（流域）全体での取り組みが必要



おおさか海ごみゼロプラン（大阪府海岸漂着物等対策推進地域計画）と関連計画等との関係

（出典）大阪府環境審議会水質部会、R7年度第1回、資料1-2、37ページ



「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実行計画と
おおさか海ごみゼロプランの関係



おおさか海ごみゼロプラン
（大阪府海岸漂着物等対策推進地域計画、2021年3月策定・2026年3月一部変更）

1. 基本方針

既存の知⾒に基づきできるだけ早い段階での発⽣抑制・回収に取り組みつつ、実態

把握を踏まえた施策を段階的に展開する

2. 計画の位置づけ
• 「海岸漂着物処理推進法」第14条に基づく都道府県計画

• 「2030大阪府環境総合計画（2021年3月策定）」における海岸漂着物対策に係る個別計画

• 「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン実行計画（2021年3月策定）」と目標や施策の方向性を

共通化

3. 計画期間：2021年度から2030年度まで（10年間）

4. 計画の目標

大阪湾に流入するプラスティックごみを2030年に2021年度比で半減する

5. 目標達成に向けて取り組む施策

6. 推進体制



大阪湾における浮遊ごみ回収量の分布（平成30～令和2年度平均）

大阪湾（港湾区域を除く）における浮遊ごみの回収量は湾北西部で多い

（出典）国土交通省近畿整備局『大阪湾環境図説』令和2年5月、2-32 （出典）国土交通省近畿整備局『大阪湾環境図説』令和2年5月、2-13

【参考】大阪湾の恒流

※浮遊ごみ：水面だけでなく、海中や水底を漂うものも含めた、水の中を漂流しているごみ全般



大阪湾における漂流ごみ

漂流ごみの種類別割合（1㎢あたりの人工物の個数）

（平成27年度環境省調査より作成）

5年間に漂着したペットボトルの製造国別割合

（平成22-26年度 環境省調査より作成）

• 大阪湾では、プラスチックごみが漂流ごみ全体の約8割を占め、漂着したペットボトル
のほとんどが国内製（漂流ごみ：水面に浮かんだ状態で海流や風に乗って移動するごみ）

• 海へ流れ出たプラスチックごみは、紫外線や波の力で細かく砕かれマイクロプラスチッ
クとなり、世界の海に拡散

（出典）大阪府：海洋プラスチック問題について、https://www.pref.osaka.lg.jp/o120070/kankyohozen/osaka-wan/umigomi.html



海岸漂着ごみの分布
海岸には流木等の自然由来のもの、食品の包装、容器とふた・キャップ等の人工物、発泡ス
チロールやプラスチック破片等の破片/かけら類が多く漂着

兵庫県：平成29～令和元年度平均大阪府：平成21～23年度平均
（出典）国土交通省近畿整備局『大阪湾環境図説』令和2年5月、2-32



⼤阪湾に流⼊するプラスチックごみ量の推計
モデル河川の選定

• ごみの流下量は流域における⼈⼝の
集中度で異なる

• 府域の市町村を市街化区域の⼈⼝密
度別で３区分し、各区分に流域を有
する河川をモデル河川として選定

（出典）大阪府、⼤阪湾に流⼊するプラスチックごみ量の推計結果について、令和８年
（2026年）、4ページ



⼤阪湾に流⼊するプラスチックごみ量の推計結果

（出典）大阪府、⼤阪湾に流⼊するプラスチックごみ量の推計結果について、令和８年（2026年）、7ページ

⼤阪府域から⼤阪湾に流⼊するプラスチックごみ量は、標準的な⼩学校⽤の25M
プール約10杯分に相当



⼤阪湾に流⼊するプラスチックごみ量の推計
令和６年度（2024年度）推計結果（内訳）

（出典）大阪府、⼤阪湾に流⼊するプラスチックごみ量の推計
結果について、令和８年（2026年）、11、12ページ

2021年度：年間2740〜3795㎥、156〜216t
2022年度：年間1558〜3279㎥、 89〜187t
2023年度：年間1393〜3319㎥、 79〜189t
2024年度：年間2239〜3238㎥、128〜185t



指標海岸における清潔度

海岸漂着プラスチックごみの回収量（重量）の推移 海岸漂着プラスチックごみの分類別の組成比率（重量）の推移

（出典）大阪府環境審議会水質部会、令和7年度第1回、資料1-2、19、20ページ

• 岬町淡輪の海岸を指標海岸として、地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン（環境省）に
基づき、海岸漂着ごみの組成調査を継続して実施（令和2～6年度）

• 汀線方向の幅50m、海岸汀線から堤防までの間を調査範囲として、回収したごみを分類し、個数、
重量を調査
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• その他プラスチック（ライター、注射器、発泡スチロー
ル片等）が最も多く、ポリ袋、飲料用ボトル、飲料用ボ
トルキャップ、容器類（調味料容器、トレイ、カップ
等）など陸域の日常生活で発生するものや、釣り具など
漁業活動に関係するものが多く見られた



行動変容 アンケート調査

令和3年度 令和7年度

実施期間 令和3年8月6日から8月9日まで 令和7年6月26日から7月7日まで

調査目的 大阪湾や大阪の河川に持つイメージや大阪湾の利用状況、
大阪湾の環境保全等に対するニーズ等、計画に基づく新
たな取組みの企画立案等を行うための参考とする。

大阪湾の利用状況や大阪湾に持つイメージ、海洋プラス
チック問題等に関する理解度、大阪湾の環境保全活動に
対するニーズ等を把握し、計画の点検や新たな取組みの
企画立案等を行うための参考とする。

調査対象 • 沿岸地域500人、内陸地域500人

• 各地域それぞれ、各年代100人（男性50人・女性50人）で500人を集計※。

• 地域区分は基本市町村単位。大阪市と堺市は区単位集計。

【沿岸地域】 大阪市(西淀川区・此花区・港区・大正区・住之江区)、堺市(堺区、西区)、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝
塚市、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

【内陸地域】 大阪市（上記以外の地域）、堺市（上記以外の地域）、その他大阪府内の市町村

※ 令和7年度調査では、沿岸地域／男性／18-29歳について２人分のデータが取得できなかったため、最も条件が近い沿岸地域／男性／
30-39歳を2人分追加、補填した（沿岸地域／男性／18-29歳：48人、沿岸地域／男性／30-39歳：52人）。

（出典）大阪府環境審議会水質部会、令和7年度第1回、資料1-2、21ページ

海洋プラスチック問題に対する関心度や認知度、日常の行動、ごみ拾い・清掃のボランティ
ア活動参加状況についてのアンケート調査（おおさかQネットを活用した令和3年度と令和7
年度の比較）



行動変容 アンケート調査結果

（出典）大阪府環境審議会水質部会、令和7年度第1回、資料1-2、22、23ページ
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清掃活動におけるごみ回収量と参加者数

（出典）大阪府環境審議会水質部会、令和7年度第1回、資料1-2、35 ページ

• 令和4・5年度「おおさかクリーン大作戦」の実施期間（9～11月）及び令和6年度「ごみ
ゼロアクション」の実施期間のうち重点期間（9～11月）におけるごみ回収量や参加者数
を集計

• 清掃活動（ごみゼロアクション）の活性化に向けた情報発信やモチベーションアップの支
援などの強化を行ったことにより、ごみ回収量・参加者数ともに増加



河川敷における散乱プラスチックごみの回収量

（出典）大阪府環境審議会水質部会、
令和7年度第1回、資料1-2、
36 ページ

• 淀川、大和川、恩智川、西除川の河川敷において、散乱ごみの組成調査を実施（令和3・4年度）
（調査対象河川：淀川R3・4、大和川R3・4、西除川R4、恩智川R3（いずれも10月））

• 河川延長100m×幅20mのエリアに落ちているごみを対象として、分類別の組成、人工物の組成、
プラスチックごみの組成を調査

• 令和4・5年度「おおさかクリーン大作戦」の実施期間（9～11月）及び令和6年度「ごみゼロアク
ション」の実施期間のうち重点期間（9～11月）におけるごみ回収量や参加者数を集計

• 清掃活動（ごみゼロアクション）の活性化に向けた情報発信やモチベーションアップの支援などの
強化を行ったことにより、ごみ回収量・参加者数ともに増加



河川敷における散乱プラスチックごみの分類別の組成比率（重量）

（出典）大阪府環境審議会水質部会、令和7年度第1回、資料1-2、37 ページ

• 河川敷の散乱ごみのうち、プラスチック、発泡スチロール類の分類別の組成比率（重量）
は年度によって変動

• 容器包装のレジ袋、飲料用ボトル、その他製品プラスチックごみが多い

漁具

製品

容器
包装



港湾における浮遊ごみ回収量の経年推移

（出典）大阪府環境審議会水質部会、令和7年度第1回、資料1-2、38 ページ

• 大阪港湾区域及び堺泉北港湾区域において清掃船が回収する浮遊ごみを対象に組成比率
（重量）を調査（令和3・4年度）

• 7～8割が自然物、プラスチックごみ（プラスチック・発泡スチロール類）は1～2割



港湾の清掃業務で回収する浮遊ごみの組成比率

（出典）大阪府環境審議会水質部会、令和7年度第1回、資料1-2、39 ページ

• 大阪港湾区域及び堺泉北港湾区域において清掃業務により回収される海洋浮遊ごみの回収量
を集計また、清掃船が回収するごみ（7m³/箇所）を対象に組成調査を実施（令和3・4年度）

• 大阪港では年間1,200～2,400m³、堺泉北港では年間1,000～3,300m³のごみを回収
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港湾の清掃業務で回収する浮遊ごみのうちプラスチックごみの組成比率

（出典）大阪府環境審議会水質部会、令和7年度第1回、資料1-2、39 ページ

• 大阪港湾区域及び堺泉北港湾区域において清掃船が回収する浮遊ごみのうちプラスチック
ごみを対象に組成比率（重量）を調査（令和3・4年度）

• いずれも容器包装、漁具、製品の3項目で分類すると、容器包装が高い傾向が見られた
• 容器包装では、飲料用ボトルやポリ袋、その他製品プラスチックも多く見られた
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発生抑制にむけた取組 プラスチック製品の使用抑制と流出削減にむけて

【取組】

• OSAKAごみゼロプロジェクトの推進

• 3Rの取組（府民・事業者）

• 大阪アドプト・リバー・プログラム

• 大阪「アドプト・シーサイド」プログラム

• 河川流域（寝屋川流域・大和川流域）における取組

• トラックからのポイ捨てごみ削減に向けた取組

• ミズカラプロジェクト

1. プラスチックごみを発生させない生活スタイルへ
2. 海洋プラスチックごみの削減に向けた対策・調査研究
3. まち美化の推進
4. 環境教育・啓発の推進



「アドプト・シーサイド」認定状況（令和7年4月現在）

港湾局が管理する海岸や港湾の一定区間を養子にみたて、住民が里親となって面倒をみる

（出典）大阪府「おおさか海ごみゼロプラン」（令和８年１月一部変更）、39ページより作成

名称 海岸・港湾(路線)名 実施場所

ハマボウフウ 貝掛海岸 阪南市

小島 多奈川小島海岸 岬町

堺旧港 堺旧港 堺市

小津島町東 助松埠頭地区 臨港道路103号線 泉大津市

なぎさ町 泉大津旧港地区 埠頭間連絡通路 泉大津市

脇浜 脇浜海岸 貝塚市

泉大津旧港
泉大津市道なぎさ町1号線・2号線及び
泉大津旧港臨港道路

泉大津市

Enjoy！りんくう 泉佐野市域マーブルビーチ 泉佐野市

諏訪森
泉州海岸浜寺地区 海岸保全区域管理用
通路

堺市

堺浜 堺泉北港北泊地 堺市

フィッシングマックス
泉大津

堺泉北港泉大津地区各一部（6ヵ所） 泉大津市

岸和田港
岸和田市港緑町4番から2番まで（岸和
田旧港）

岸和田市

クリハラ
泉大津市なぎさ町9から泉大津市なぎ
さ町4、6まで

泉大津市

男里川河口部干潟海岸
泉南市男里川河口部海岸干潟地先から
阪南市男里川河口部海岸地先まで

泉南市・
阪南市

名称 海岸・港湾(路線)名 実施場所

箱作自然海岸 阪南市箱作1737付近 阪南市

B.B の会 阪南市箱作・下荘・貝掛 阪南市

匠町
築港八幡町交差点から匠町交差点区間
の臨港道路

堺市

堺匠寮自治会
匠町交差点から臨海防災センター前区
間の臨港道路

堺市

阪南ヒトトヒト 阪南市箱作・貝掛・尾崎・福島 阪南市

フィッシュフレンズ 阪南6区防潮堤管理用通路 貝塚市

尾崎漁港浜 尾崎港 尾崎六丁目護岸 阪南市

堺浜自然再生ふれあい
ビーチ

堺浜自然再生ふれあいビーチ 堺市

フィッシングマックス
二色の浜

阪南6区防潮堤管理用通路 貝塚市

二色浜ビーチクリーン 近木川河口から二色浜海岸まで 貝塚市

Shore Clean Program 阪南6区防潮堤管理用通路 貝塚市

大津川ピカピカ隊
泉大津大橋から泉北5区交差点・大津
川河口防潮堤管理用通路

泉大津市



ミズカラプロジェクト
• 大阪府：「街・川・海にごみのないきれいな大阪」をめざし、川や海の浮遊ごみ

対策のため「MIZKARA PROJECT（ミズカラプロジェクト）」を実施
• みんなで一緒にキレイにするプロジェクト：楽しみながら参加できるごみ拾いツ

アーや環境学習、拾ったごみを資源としてアップサイクルすることなどを通して、
水辺の現状を知り、身近な環境を自ら大切にする意識を広める目的



4. 最近の話題



大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会）



万博会場でのプラスチックごみ削減に関する取組み

1. 買い物袋
• 来場者にマイバッグ持参の呼びかけ

• 買い物袋は原則、エコバッグを優先して販売＞手さげの紙袋を販売するよう要請

• レジ袋の配布禁止

2. 物販における容器包装
• 会場内で包装する場合、原則、プラスチックを禁止し、博覧会協会の分別区分にお

いて、リサイクル可能なものに限定（保冷袋などの例外は除く）

3. マイボトルの利用促進
• 来場者にマイボトル持参の呼びかけ

• 給水機やウォーターサーバーを最大で70か所、マイボトル洗浄機を10台設置

4. リユース食器の導入
• EXPOフードトラックエリアへのリユース食器の導入

• ノベルティ等の配布物

• 無償配布するうちわは、プラスチックを禁止等



万博を契機とした海洋プラスチックごみ対策
大阪府・市の主な取組み

1. OSAKA ごみゼロプロジェクト
• 大阪・関西万博や全国豊かな海づくり大会を契機として、街・川・海にごみのない

きれいな大阪の実現をめざす「OSAKA ごみゼロプロジェクト」（2024～2026年
度）を実施

• 府内全域で地域、企業、団体、市町村等と連携、取組内容の発信
→ごみ削減や機運の醸成を図る

• 官民連携で府域での清掃活動（愛称:ごみゼロアクション）を活性化

2. マイボトルの利用促進
• おおさかマイボトルパートナーズなど、

さまざまな主体と連携し、マイボトルの
利用啓発やマイボトルスポットの普及、
情報発信などを実施

• マイボトルやマイ容器が利用できる店舗や
給水スポットに関する情報発信を実施



「TEAM EXPO 2025」プログラム共創チャレンジ
「大阪湾の海の森（藻場）保全・再生プロジェクト」（関西国際空港・阪南市）

• 海の万博：地域と空港の連携により豊かな海洋環境を創造
① 地域と空港間での海藻移植プロジェクト
② 藻場創造のための知見の共有による大阪湾の価値の向上
③ 海域環境向上に向けた次世代への教育 など海の万博

【関西国際空港】
• 自然共生サイト

➢関西国際空港の護岸に広がる藻場（2023年10月、環境省）
➢大阪湾全域にある藻場：14%は関西国際空港の藻場
➢キジハタや鯛など、約200種類もの魚介類が確認

• Jブルークレジットの認証「ブルーカーボン」
➢関西国際空港島の周りの護岸に生育する海藻：CO2吸収源
➢藻場の環境創造が、魚介類の産卵場や育成場としての水産資源の供給、水質浄化に

加え、CO2排出量の削減にも貢献できる取組
（出典）関西国際空港ウェブサイト





ブルーカーボン生態系

「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン
大阪湾MOBAリンク構想



ブルーカーボン生態系

• 沿岸・海洋生態系が光合成によりCO₂を取り込み、その後、
海底や深海に蓄積される炭素

• 吸収源対策の新しい選択肢として世界的に注目

• ブルーカーボン生態系

：ブルーカーボンの主要な吸収源（藻場（海草・海藻）

や塩性湿地・干潟、マングローブ林）

• ブルーカーボン⽣態系の価値

：「気候変動の緩和」「水質改善」「生物多様性の保全」

「水産資源の活性化」「教育・レジャー」「産業利用」

• ブルーカーボン⽣態系の保全活動を推進

→ 地球温暖化の防⽌

→→ ⽣物多様性に富んだ豊かな海

→→→ わたしたちの豊かな⽣活へ



大阪湾再生行動計画（第三期）（令和６年度から令和1５年度）

1. 目標：森・川・里・都市・海のネットワークを通じて、美しく豊かで親しみやすい「魚庭（なにわ）の
海」を回復し、多様な主体や世代が参画・連携して「次世代に引き継げる大阪湾」を創出する

2. 意義
• 大阪湾：ほとんどが大都市圏に囲まれており、高度成長期以降の都市化の進展に伴い、水質汚濁が慢性化

し、人と海との関わりも希薄化
• 大阪湾の水質を改善し、人と海の関わりを回復する「大阪湾の再生」は、豊かでうるおいある質の高い都

市生活の実現に不可欠の取組
• 更に、海は海草・海藻類、底生生物、魚類、鳥類等が生息する豊かな生態系を育み、生態系サービスを通

じて人々の生活・経済を支える存在であり、「大阪湾の再生」により大阪湾が持つ機能を回復することは、
大阪湾に関わる人々の持続可能で豊かで質の高い生活の実現に寄与するもの

3. 方向性
① 美しく豊かな海の回復
② 人と海との関わりの促進
③ 生態系ネットワーク、人的ネットワークの充実・強化
④ 多様な主体の参画による持続可能な体制づくり

4. 取り組み推進のために必要な事項
① 多様な主体や世代の参画・連携

• 連携プラットフォームを活用して多様な主体や世代が参画・連携しながら各種施策を推進
• 特に学校教育や民間企業等との連携を推進するとともに、参画を促進
• ESGの観点からも民間企業が環境保全に積極的に取り組むことがより一層求められるため、これらを

支援、取り組みを促進
② 取り組み状況のフォローアップ
③ 行動計画の見直し

（出典）大阪湾再生推進会議、令和6年6月、大阪湾再生行動計画（第三期）



全国海の再生プロジェクト

（出典）国土交通省資料



「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン
（令和４年 10 月策定、瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府計画・水質総量削減計画）

1．背景

• 大阪府：「豊かな大阪湾」をめざす
➢ 国の総量削減基本方針に基づく総量削減計画により、大阪湾に流入

する汚濁負荷量の削減に向けた取組みを推進
➢ 瀬戸内海環境保全基本計画に基づく大阪府計画を策定し、湾奥部に

おける生物が生息しやすい場の創出等の取組みを推進

• 国：これらの基本方針や基本計画等の見直し
➢ 第９次総量削減基本方針（ 2022 年1月）

• 大阪湾は、湾全体としては現在の水質を維持するための取組み
を継続しながら、 湾奥部における赤潮や貧酸素水塊など問題が
発生している特定の海域において、局所ごとの課題に対応する

➢ 瀬戸内海環境保全基本計画（ 2022 年2月）

• 地域の実情に応じた「海域ごと」、「季節ごと」の視点を踏ま
え、きめ細やかな栄養塩類の管理や藻場・干潟等の保全・再生
・創出 といった「里海づくり」を推奨

• 気候変動や海洋プラスチックごみといった、クローズアップ
されてきた課題への取組みを追加

２．今後めざすべき大阪湾の将来像

多面的価値・機能が最大限に発揮された「豊かな大阪湾」

が実現している
• 多様な生物を育む場が確保されている

• 健全な物質循環が行われ、良好な水環境が保たれている
• 都市活動や暮らしに潤いと安心を与え、大阪の都市としての魅力を高

めている

3．大阪湾のゾーニング

（出典）大阪府（2024）：大阪湾奥部におけるブルーカーボン生態系の
創出等に向けた大阪府の取組みについて、2ページより作成



「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン
（令和４年 10 月策定、瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府計画・水質総量削減計画）

【将来像実現に向けた基本的な施策】

1. 水質の保全及び管理ならびに水産資源の持続可能な利用の確保
• 湾全体としては現在の水質を維持するための取組みを継続しつつ、赤潮や貧酸素水塊などの局所的な対策とし

て、湾奥部における栄養塩類の過度な偏在の解消や生物が生息しやすい場の創出等に向けた取組み等を推進

• 湾南部における栄養塩類の管理や、水産資源を含む生物の生息環境の整備等を推進

2. 沿岸域の環境の保全、再生および創出、並びに都市の魅力を高める潤い・安心の創出と自
然景観及び文化的景観の保全
• 藻場・干潟・砂浜等の保全や、海と都市景観・産業景観が一体となった景観の魅力の創出、エコツーリズム等

を推進

3. 海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去・発生抑制等
• 「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けた「おおさか海ごみゼロプラン」に基づく取組等を推進

4. 気候変動への対応を含む環境モニタリング、調査研究等の推進
• 水質等の監視測定や、関係機関や事業者等と連携した、環境保全に関するモニタリング、調査研究・技術開発

等を推進

5. 基盤的施策の着実な実施
• 広域的な連携の強化、情報提供・広報の充実、環境教育・環境学習の推進及び住民参加の推進 等

（出典）大阪府（2024）：大阪湾奥部におけるブルーカーボン生態系の創出等に向けた大阪府の取組みについて、3ページより作成



大阪湾MOBAリンク構想

• 大阪湾では、2025年の大阪・関西万博を契機に、湾全体の藻場や干潟を回廊
（コリドー）でつなぐ「大阪湾MOBAリンク構想」が進行

• 2050年：湾全体の藻場や干潟を回廊（コリドー）でつなぐ

→ 生物多様性の回復、カーボンニュートラルの実現

• 大阪府と兵庫県が連携し、民間企業や漁業者、NPO等と共にブルーカーボン生
態系の保全・創出に取り組む「大阪湾ブルーカーボン生態系アライアンス
（MOBA）」が設立（行政・企業・各種団体・個人等、 計 616者が参加（2026年6月3日現在））

• 主要なプロジェクトと拠点の例（Jブルークレジット認証）
➢関西国際空港周辺

空港島の護岸の約9割に海藻が育ちやすい緩傾斜石積護岸を採用
大阪湾の藻場面積の約2割（54ha）を占め、Jブルークレジット認証（103.2 t-CO2）

➢大阪南港野鳥園
人工干潟や湿地の保全活動により、Jブルークレジット認証（46.7 t-CO2）

➢阪南市「海のゆりかご再生活動」
アマモ場の保全・造成活動：Jブルークレジット認証、市民や企業が連携した取組

➢大阪沖・神戸沖埋立処分場
護岸の藻場による炭素吸収量が評価され、Jブルークレジット認証（5.0 t-CO2）



（出典）大阪府



（出典）大阪府



ブルーインフラ



グリーンインフラ推進戦略2030

（出典）国土交通省資料



グリーンインフラ推進戦略2030：代表的な施策

（出典）国土交通省
資料



ブルーインフラ

（出典）国土交通省資料



Jブルークレジット

（出典）国土交通省資料

（出典）農林水産省資料



カーボン・クレジット（自然系クレジット）の現状

（出典）農林水産省資料



里海づくり～令和の里海づくりへ

30by30目標に向けた OECM（Other Effective 
area-based Conservation Measures：保護地域以外

で生物多様性保全に資する地域）、自然共生サイト

里海：海域の自然共生サイト登録の候補



今後の里海づくりのあり方

（出典）環境省：今後の里海づくりのあり方検討会（第３回）、令和7年3月、資料1－2、1ページ、https://www.env.go.jp/content/000296980.pdf

生物多様性の保全＋地域活性化＋脱炭素の統合的アプローチ



令和7年度 戦略的「令和の里海づくり」基盤構築支援事業

（出典）環境省：戦略的「令和の里海づくり」基盤構築支援事業 概要図・実施団体一覧、１ページ、https://www.env.go.jp/content/000310362.pdf



令和7年度戦略的「令和の里海づくり」基盤構築支援事業選定団体

（出典）環境省：戦略的「令和の里海づくり」基盤構築支援事業 概要図・実施団体一覧、２ページ、https://www.env.go.jp/content/000310362.pdf



令和8年度戦略的「令和の里海づくり」基盤構築支援事業選定団体

1. 名古屋市
ラムサール条約登録湿地に指定されている藤前干潟の多様な価値を再整理し、市民・
企業などの参画機会の拡大につながる基盤を整えることで、保全活動の好循環に向け
た多様な主体の連携の構築を目指す。

2. 大阪府
堺第７-３区における共生の森の活動と連携した、持続可能な里海づくりに向けた実施
体制の構築を目指す。

（出典）環境省：「令和８年度良好な環境の創出・活用推進事業」の実施団体の選定について、https://www.env.go.jp/press/press_04155.html



令和８年度戦略的
「令和の里海づくり」
基盤構築支援事業 取組地域

9

10

大阪府
大阪府堺市（R8）

貝塚里海づくり未来協議会
大阪府貝塚市（R7）

（出典）環境省資料より作成





プラットフォーム



水辺の環境活動プラットフォーム（2025年5月開設）

（出典）環境省（2026）：水辺の環境活動プラットフォーム、２ページ、https://policies.env.go.jp/water/waterside-environment/common/file/pf_overview_2603.pdf

行政・企業・各種団体・個人等、計616者が参加（2026年6月3日現在）



瀬戸内海プラごみ対策ネットワーク（瀬戸プラネット）

（出典）大阪府環境審議
会水質部会、令
和7年度第1回、
資料1-3、7
ページ



国際環境認証



国際環境認証「ブルーフラッグ」（貝塚市、2024年から3年連続取得）

（出典）日本ブルーフラッグ協会ウェブサイト、https://blueflag-japan.org/blueflag/

• ブルーフラッグ：国際NGO FEE（国際環境教育基金）が実施するビーチ・マリーナ・観光船
舶を対象とした世界で最も歴史ある国際環境認証（1985年、フランスで誕生）
➢ ブルーフラッグ認証プログラム：SDGsの17ゴールのすべてに関連
➢ FEE：UNEP（国連環境計画）、UNWTO（国連世界観光機関）等と連携

• ビーチでは4分野（水質、環境マネジ
メント、環境教育と情報、安全性と
サービス）33項目、マリーナでは6分
野37項目、観光船舶では5分野51項目
の認証基準があり、毎年審査を受けて
更新する必要あり

• 多くの基準設定にもかかわらず世界中
でブルーフラッグの掲揚が増加
→ ブルーフラッグを取得する過程で

周辺地域の関係者が関与することに
より、地域の経済的側面と環境的側
面を両立させる持続可能な発展につ
ながると高く評価された結果



5. おわりに



大阪湾にかかわるさまざまな計画と取組

• 大阪湾をめぐる社会経済状況と社会課題の拡大、複雑化

（「時間」「空間」「社会」「環境」「経済」「参加と協働」「持続可能性」…）

→ 関連する計画が多岐にわたる

（目標・計画が乱立、重複、縦割り行政の壁…）

→    総合的な取り組み（環境・経済・社会…）が求められる

→ ガバナンス：国と地方（広域自治体と基礎自治体…）

縦割り行政の弊害、部局横断的な連携が必要＞ 組織・施策間の連携

→ 連携の仕組みづくり：ネットワークガバナンス、情報発信…

→→ さまざまな計画、取組を連携、調整、統合することが必要

（多様な主体の参加）



大阪湾における海洋プラスチック問題

• 急速に進行する海洋プラスチック問題

→ 大阪・関西万博：遠い海から近い海へ

～ 市民が海の問題を「自分事」にするチャンス

→ 陸域からの取組、沿岸域での連携

→ 環境に配慮した行動変容をうながす

日常のライフスタイルを変化させることで暮らしを豊かにする

→ Well-beingの向上

→→ 関係性を増やし「つなぐ」→ シナジーを起こす

→ ネットワーク、プラットフォーム、パートナーシップ

↓

持続可能な社会の実現



経済的利用をどのように考えるのか

• 大阪湾の保全と利活用に向けて

→ 藻場や干潟の保全・再生・創出は漁業収益の安定につながる

→ 「海業（うみぎょう）」への展開＞ 「流域」全体に波及

※ 海業：海や漁村の地域資源（新鮮な水産物、水産加工品、魚市場、漁業・養

殖業、漁村景観、釣り、潮干狩り、伝統行事、郷土料理…）の価値や魅力を

活用する事業

リジェネラティブツーリズム ＞ 観光資源としても関係人口、交流人口の

増加が期待される

→ Jブルークレジット（ブルーカーボン）

現状は地域単位のプロジェクトが中心、国内企業へのアピール

国内外の評価が地域の価値向上につながる

→→ 大阪湾には、海を保全することで経済的利益を生む可能性がある



未来につなぐ大阪湾
令和の里海づくり～都市の里海づくりへむけて

• 連携：ひと、地域が主体

→ 広域的な連携、ネットワークの構築～チャンネルをふやす、パブリックアクセスの向上

→ 多様なステイクホルダー間の連携・協働（プラットフォーム、ネットワーク、パートナー

シップ…）～市民やNPO、行政、民間企業、研究教育機関等との協働「産官学民連携」

• 生物多様性：科学的知見の共有

→ 多面的な価値評価、順応的管理

科学的データの収集・分析、情報の開示（オープンデータ化）～「データリポジトリ」

→ 計画・評価・分析（EBPM、KPI、KGI、効果の可視化…）

→ 国内外での知識の共有（沿岸域総合管理、NbS…）

• 持続可能性

→ 経済の持続可能性

→ さらなるキャパシティ・ディベロップメント、知の創造

→ バウンダリースパニング



自然に根ざした解決策（NbS）に関するIUCN世界標準

• 自然に根ざした解決策：社会課題に効果的かつ順応的に対処する方法で、自然お
よび改変された生態系を保護し、持続可能に管理し、回復させることで、人間の
福利と生物多様性の両方に利益をもたらす行動

（出典）IUCN資料



海外事例（NbSに関するIUCN世界標準）

（出典）IUCN資料

生物多様性の
純便益

経済的実行
可能性

包括的
ガバナンス

規模を念頭に
置いたデザイン



全国豊かな海づくり大会

• 全国豊かな海づくり大会：水産資源の保護・管理と海や湖沼・河川の環境保全の
大切さを広く国民に訴えるとともに、つくり育てる漁業の推進を通じて漁業の振
興と発展を図ることを目的とし、昭和56年から毎年全国各地で開催されている
国民的行事

• 「第45回全国豊かな海づくり大会～魚庭の海おおさか大会～」

（大阪府、2026（令和8）年11月14日（土）・15日（日））

魚庭（なにわ）の海とは

大阪を指す「なにわ」は『（一説に「魚
（な）庭（にわ）」の意という）大阪市及び
その付近の古称』

古来より大阪湾が魚介類の豊富な海であっ
たことから「魚（な）の庭」が転じて「魚庭
（なにわ）」になった（広辞苑）
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